
【講師】 山崎税務会計事務所代表 

  山崎 健 氏 

 

事業所名                                  ＴＥＬ  

所 在 地   ＦＡＸ  

受講者名 
  (   ) 講習会参加  (   ) 個別相談会希望 

  (   ) 講習会参加  (   ) 個別相談会希望 

 

申込：  月  日 ＊ＦＡＸは切り取らずに送信してください。 

※ご記入の個人情報は､本講座運営以外の目的で使用することはありません。 

◆消費税の仕組みと軽減税率制度について 

◆現行の区分記載請求書等保存方式 
令和５年９月末までの必要記載事項について 

◆適格請求書等保存方式（インボイス制度） 
制度の概要と対応について 

◆適格請求書の記載事項と留意点 
現行の記載事項との相違点 

◆売り手・買い手の留意点  ◆税額の計算方法 

◆適格請求書の発行に伴う登録申請 
今年の１０月から開始される申請について 

◆免税業者の対応について 
登録し課税事業者を選択するのか否かについて 

税理士、行政書士、ＡＦＰ、労務管理士 

宅地建物取引主任士 

 

２０２３年１０月から「消費税の仕入税額控除」を受けるインボイス制度が導入されます。それに伴い、本年１０月より適格

請求書発行事業者の登録受付が始まります。インボイス制度は､請求書の記載項目の見直しなど経理処理が煩雑になる

ため、今から準備が必要です。また、インボイス制度の導入後は、免税事業者は消費税を請求できなくなり経営に大きく影響

するため、制度の内容を正しく理解することが大切です。そこで今回は､本年１０月からの事業者登録申請～インボイス制度

の概要と経理処理の実務についての講習会と個別相談会を開催いたします。ぜひこの機会にご参加ください。 

 





●コロナウイルス感染拡大防止対策を実施
の上、開催します。●受講者はセミナー中も
マスクの着用をお願いいたします。 

 
※ご相談の申込みが多い場合は別途打ち合わせを 
させていただきます。 

(日光市平ケ崎 188-1) 


